
○
農
林
水
産
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
九
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

26

保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

五
九
、
二
、
二
七

　
五
九
、
四
、
一
九

受
　
　
　
領

五
九
、
二
、
二
七

　
　
（
予
）

　
五
九
、
四
、
二
六

可
　
　
決

五
九
、
四
、
二
七

可
　
　
決

五
九
、
二
、
二
七

五
九
、
四
、
一
八

可
　
　
決

五
九
、
四
、
一
九

可
　
　
決

27

国
有
林
野
事
業
改
善
特
別
措
置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

二
、
二
七

　
　
　
四
、
一
九

受
　
　
　
領

四
、
一
七

（
予
）

　
　
　
四
、
二
六

可
　
　
決

　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

三
、
二
一

　
　
四
、
一
八

可
　
　
決

　
　
　
四
、
一
九

可
　
　
決

28

国
有
林
野
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
、
二
七

　
　
　
四
、
一
九

受
　
　
　
領

四
、
二

（
予
）

　
　
　
四
、
二
六

可
　
　
決

　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

二
、
二
八

　
　
四
、
一
八

可
　
　
決

　
　
　
四
、
一
九

可
　
　
決

33

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補

助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

二
、
二
九

　
　
　
四
、
一
九

受
　
　
　
領

二
、
二
九

（
予
）

　
　
　
四
、
二
六

可
　
　
決

　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

二
、
二
九

　
　
四
、
一
九

可
　
　
決

　
　
　
四
、
一
九

可
　
　
決

43

肥
料
価
格
安
定
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

　
右
に
よ
り
「
肥
料
価
格
安
定
等
臨
時
措
置

　
法
」
の
題
名
を
「
肥
料
価
格
安
定
臨
時
措

　
置
法
」
に
改
正

先
議

三
、
二
一

　
　
　
四
、
二
〇

送
　
　
　
付

三
、
二
一

　
　
　
四
、
一
七

可
　
　
決

　
　
四
、
二
〇

可
　
　
決

三
、
二
一

（
予
）

　
　
七
、
一
一

修
　
　
正

　
　
　
七
、
一
二

修
　
　
正

　
五
九
、
七
、
一
二

衆
よ
り
回
付

　
　
　
七
、
一
三

参
　
同
　
意

44

地
力
増
進
法
案

三
、
二
一

　
　
　
四
、
二
七

受
　
　
　
領

三
、
二
一

（
予
）

　
　
五
、
一
〇

可
　
　
決

　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

三
、
二
一

　
　
　
四
、
二
五

可
　
　
決

　
　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

45

昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
農
林
漁
業

団
体
職
員
共
済
組
合
か
ら
の
年
金
の
額
の
改

定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

三
、
二
一

　
　
　
七
、
一
二

受
　
　
　
領

三
、
二
一

（
予
）

　
　
　
七
、
一
二

可
　
　
決

　
　
七
、
一
三

可
　
　
決

三
、
二
一

　
　
七
、
一
〇

修
　
　
正

　
　
　
七
、
一
二

修
　
　
正



番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

64

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
九
、
四
、
三

　
　
五
九
、
五
、
一
七

受
　
　
　
領

五
九
、
四
、
二
五

　
　
　
（
予
）

　
五
九
、
七
、
三

可
　
　
決

　
五
九
、
七
、
六

可
　
　
決

五
九
、
四
、
一
八

　
五
九
、
五
、
一
五

可
　
　
決

　
五
九
、
五
、
一
七

可
　
　
決

65

土
地
改
良
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
、
三

　
　
　
　
　
　
五
、
一
七

受
　
　
　
領

四
、
一
一

（
予
）

　
　
七
、
三

可
　
　
決

　
　
　
七
、
六

可
　
　
決

四
、
三

　
　
　
五
、
一
五

可
　
　
決

　
　
五
、
一
七

可
　
　
決

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

28

農
産
物
の
自
給
の
促
進
及
び
備
蓄
の

確
保
の
た
め
の
農
業
生
産
の
振
興
に

関
す
る
法
律
案

安
井
吉
典
君

外
　
　
八
　
　
名

　
（
五
九
、
五
、
九
）

五
九
、
五
、
一
四

五
九
、
五
、
一
四

　
　
（
予
）

五
九
、
五
、
一
四

継
　
続
　
審
　
査

29

総
合
食
糧
管
理
法
案

安
井
吉
典
君

外
　
　
八
　
　
名

　
　
　
（
五
、
九
）

五
、
一
四

五
、
一
四

（
予
）

五
、
一
四

継
　
　
続
　
　
審
　
　
査

30

農
民
組
合
法
案

安
井
吉
典
君

外
　
　
八
　
　
名

　
　
　
（
五
、
九
）　

五
、
一
四

五
、
一
四

（
予
）

五
、
一
四

継
　
続
　
審
　
査



保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
六

号
）
（
衆
議
院
送
付
）

要
旨

五
九
、
　
二
、
二
七
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
四
、
一
九
　
衆
可
決

　
　
　
　
四
、
二
七
　
参
可
決

　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
山
地
災
害
の
発
生
状
況
等
保
安
林

に
係
る
諸
情
勢
の
変
化
に
か
ん
が
み
、
保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
の

有
効
期
間
を
十
年
間
延
長
す
る
と
と
も
に
、
機
能
が
低
下
し
て
い
る

保
安
林
に
つ
い
て
所
期
の
機
能
の
回
復
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
保
安
林
整
備
計
画
に
基
づ
き
、
指
定
の
目

　
的
に
即
し
て
機
能
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
保
安
林
を
特
定
保

　
安
林
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
保
安
林
が
指
定
さ
れ
た
と
き
は
、
地

　
域
森
林
計
画
を
変
更
し
、
そ
の
区
域
内
の
特
に
整
備
を
必
要
と
す

　
る
森
林
を
要
整
備
森
林
と
し
て
定
め
、
実
施
す
べ
き
造
林
等
の
施

　
業
の
方
法
及
び
時
期
等
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
都
道
府
県
知
事
は
、
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
要
整
備
森
林

　
に
つ
い
て
地
域
森
林
計
画
に
従
つ
て
施
業
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
し

　
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
い

　
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
者
と
要

　
整
備
森
林
又
は
そ
の
立
木
に
つ
い
て
の
権
利
の
移
転
又
は
設
定
に

　
つ
き
協
議
す
べ
き
旨
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
要
整
備
森
林
に
つ
い
て
地
域
森
林
計
画
に
定
め
る
施
業
の
方
法

　
等
に
従
つ
て
実
施
さ
れ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
の

　
規
定
に
よ
る
個
別
の
伐
採
の
許
可
は
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
四
法
律
案
に
つ
い
て
、
委
員
会
に

　
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
林
野
関
係
三
案
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　
保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
改
正
案
は
、
最
近
に
お
け
る
山
地
災
害
の

　
発
生
状
況
等
保
安
林
に
係
る
諸
情
勢
の
変
化
に
か
ん
が
み
、
保
安
林

　
整
備
臨
時
措
置
法
の
有
効
期
間
を
十
年
間
延
長
す
る
と
と
も
に
、
機

　
能
が
低
下
し
て
い
る
保
安
林
に
つ
い
て
所
期
の
機
能
の
回
復
を
図
る

　
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。



　
国
有
林
野
法
改
正
案
は
、
最
近
に
お
け
る
森
林
を
め
ぐ
る
諸
情
勢

の
変
化
及
び
国
有
林
野
事
業
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
国
民
の
参
加
に

よ
る
国
有
林
野
の
整
備
の
促
進
を
図
る
た
め
、
国
有
林
野
に
分
収
育

林
制
度
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
国
有
林
野
事
業
改
善
特
別
措
置
法
改
正
案
は
、
国
有
林
野
事
業
の

経
営
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
そ
の
改
善
を
推
進
す
る
た
め
、
昭
和
五

十
九
年
度
以
降
十
年
間
を
新
た
な
改
善
期
間
と
し
、
改
め
て
改
善
計

画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
職
員
の
退
職
手
当
の
財
源
の
借
入
れ

等
の
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
三
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
参
考

人
の
出
席
を
求
め
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
質
疑
の
主
な
内
容
は
、
改
善
計
画
変
更
の
理
由
、
改
善
目
標
達
成

の
見
通
し
、
国
有
林
野
事
業
に
対
す
る
財
政
措
置
の
あ
り
方
、
組
織

機
構
の
簡
素
化
と
地
域
サ
ー
ビ
ス
と
の
関
係
、
森
林
資
源
の
現
況
と

整
備
の
目
標
、
要
整
備
森
林
の
性
格
、
特
定
保
安
林
指
定
の
基
準
内

容
、
分
収
育
林
制
度
導
入
の
理
由
、
森
林
施
業
計
画
の
認
定
状
況
、

費
用
負
担
者
の
保
護
等
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
詳
細
は
会

議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
村
沢
理
事
よ
り
、

国
有
林
野
事
業
改
善
特
別
措
置
法
改
正
案
に
対
し
て
修
正
案
が
提
案

さ
れ
ま
し
た
。

　
続
い
て
、
討
論
に
入
り
、
日
本
社
会
党
上
野
委
員
か
ら
、
修
正
案

に
賛
成
、
原
案
に
反
対
、
保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
改
正
案
及
び
国

有
林
野
法
改
正
案
に
賛
成
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
川
原
理

事
か
ら
、
修
正
案
に
反
対
、
三
法
律
案
に
賛
成
、
日
本
共
産
党
下
田

委
員
か
ら
、
国
有
林
野
法
改
正
案
及
び
国
有
林
野
事
業
改
善
特
別
措

置
法
改
正
案
に
反
対
の
討
論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
順
次
採
決
の
結
果
、
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も

っ
て
否
決
さ
れ
、
保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
改
正
案
は
全
会
一
致
を

も
っ
て
、
国
有
林
野
法
改
正
案
及
び
国
有
林
野
事
業
改
善
特
別
措
置

法
改
正
案
は
多
数
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
三
法
律
案
に
対
し
、
各
会
派
共
同
提
案
に
よ
る
附
帯
決
議

を
全
会
一
致
を
も
っ
て
行
い
ま
し
た
。

　
次
に
、
農
業
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
暫
定
措
置

法
改
正
案
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
農
林
水
産
業
の
動
向
、
本
法
制
定

以
来
の
物
価
の
上
昇
等
に
か
ん
が
み
、
国
が
災
害
復
旧
事
業
費
の
一

部
を
補
助
す
る
農
林
水
産
業
施
設
と
し
て
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
施
設

を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
の
対
象
と
す
る
一



カ
所
の
工
事
の
費
用
の
最
低
額
を
引
き
上
げ
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
主
な
内
容
は
、
採
択
限
度
額
の
引
き
上

げ
に
伴
う
非
補
助
災
害
復
旧
事
業
対
策
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
施
設

を
補
助
対
象
と
し
た
こ
と
の
理
由
、
そ
の
今
後
の
取
り
扱
い
、
農
林

水
産
業
に
お
け
る
防
災
事
業
の
推
進
方
策
、
災
害
関
連
事
業
の
拡
充

策
等
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御

承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
下
田
委
員
か
ら
修

正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
続
い
て
、
討
論
に
入
り
、
下
田
委
員
か
ら
原
案
に
反
対
の
討
論
が

な
さ
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
順
次
採
決
の
結
果
、
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も

っ
て
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
各
会
派
共
同
提
案
に
よ
る
附
帯
決
議

を
全
会
一
致
を
も
っ
て
行
い
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

国
有
林
野
事
業
改
善
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
二
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

要
旨

五
九
、
　
二
、
二
七
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
四
、
一
九
　
衆
可
決

　
　
　
　
四
、
二
七
　
参
可
決

　
本
法
律
案
は
、
国
有
林
野
事
業
の
経
営
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
そ

の
改
善
を
推
進
す
る
た
め
、
昭
和
五
十
九
年
度
以
降
十
年
間
を
新
た

な
改
善
期
間
と
し
、
あ
ら
た
め
て
改
善
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、

職
員
の
退
職
手
当
の
財
源
の
借
入
れ
等
の
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
現
在
、
昭
和
五
十
三
年
度
以
降
十
年
間
と
な
つ
て
い
る
改
善
期

　
間
を
、
昭
和
五
十
九
年
度
以
降
十
年
間
に
改
め
、
こ
の
間
に
つ
い

　
て
新
た
な
改
善
計
画
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
新
た
な
改
善
期
間
に
お
け
る
新
た
な
財
政
措
置
と
し
て
、
今
後

　
急
増
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
退
職
手
当
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、

　
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
二
の
借
入
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
子
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、



　
改
善
期
間
に
お
い
て
、
一
般
会
計
か
ら
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計

　
の
国
有
林
野
事
業
勘
定
に
繰
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

　
す
る
。

四
、
政
府
は
、
改
善
期
間
に
お
い
て
、
二
の
借
入
金
に
係
る
資
金
の

　
貸
付
け
に
つ
い
て
、
資
金
事
情
の
許
す
限
り
、
特
別
の
配
慮
を
す

　
る
も
の
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長

　
報
告
参
照

国
有
林
野
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
八
号
）
（
衆
議
院

送
付
）

要
旨

五
九
、
　
二
、
二
七
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
四
、
一
九
　
衆
可
決

　
　
　
　
四
、
二
七
　
参
可
決

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
森
林
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
変
化
及

び
国
有
林
野
事
業
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
国
民
の
参
加
に
よ
る
国
有

林
野
の
整
備
の
促
進
を
図
る
た
め
、
国
有
林
野
に
分
収
育
林
制
度
を

導
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
分
収
育
林
契
約
の
締
結

　
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
国
有
林
野
に
つ
い
て
、
樹
木
の
共
有
持
分

　
の
対
価
及
び
育
林
費
用
に
つ
き
国
以
外
の
者
に
負
担
を
求
め
、
伐

　
採
時
に
お
け
る
収
益
を
国
と
そ
の
費
用
負
担
者
と
が
分
収
す
る
こ

　
と
を
内
容
と
す
る
分
収
育
林
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

　
と
と
す
る
。

二
、
分
収
育
林
契
約
の
内
容

　
　
分
収
育
林
契
約
に
お
い
て
は
、
契
約
の
目
的
た
る
国
有
林
野
の

　
所
在
、
対
象
と
す
る
樹
木
の
態
様
、
契
約
の
存
続
期
間
、
費
用
負

　
担
者
の
持
分
の
割
合
、
費
用
負
担
者
が
支
払
う
べ
き
額
、
育
林
の

　
方
法
、
伐
採
の
時
期
等
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
収
益
の
分
収

　
　
分
収
育
林
契
約
の
目
的
た
る
樹
木
か
ら
の
収
益
は
、
分
収
育
林

　
契
約
に
定
め
ら
れ
た
当
該
樹
木
に
係
る
持
分
の
割
合
に
よ
り
、
国

　
と
費
用
負
担
者
と
が
分
収
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
民
法
の
特
例



　
　
分
収
育
林
契
約
の
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
契
約
の
対

　
象
と
な
つ
て
い
る
樹
木
に
つ
い
て
は
、
民
法
第
二
百
五
十
六
条
の

　
共
有
物
の
分
割
請
求
の
規
定
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
分
収
育
林
契
約
の
存
続
期
間

　
　
分
収
育
林
契
約
の
存
続
期
間
は
、
当
該
契
約
の
対
象
と
な
る
樹

　
種
の
伐
期
等
を
考
慮
し
て
六
十
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

　
と
と
す
る
。

六
、
分
収
育
林
契
約
の
解
除

　
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
国
又
は
公
共
団
体
に
お
い
て
分
収
育
林
契

　
約
の
対
象
で
あ
る
国
有
林
野
を
公
共
の
用
に
供
す
る
必
要
が
生
じ

　
た
と
き
は
、
分
収
育
林
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

　
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長

　
報
告
参
照

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

要
旨

五
九
、
　
二
、
二
九
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
四
、
一
九
　
衆
可
決

　
　
　
　
四
、
二
七
　
参
可
決

　
本
法
律
案
は
、
最
近
の
農
林
水
産
業
の
動
向
、
法
律
制
定
以
来
の

物
価
の
上
昇
等
に
よ
り
、
本
法
の
災
害
復
旧
制
度
が
実
態
に
一
部
そ

ぐ
わ
な
く
な
つ
て
き
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
災
害
復
旧
制
度
の

改
善
と
運
営
の
合
理
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
が
災
害
復
旧
事
業
費
の
一
部
を
補
助
す
る
農
林
水
産
業
施
設

　
に
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
施
設
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
共
同
利

　
用
施
設
の
所
有
主
体
と
し
て
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
を
追
加

　
す
る
。

二
、
災
害
復
旧
事
業
の
対
象
と
す
る
工
事
の
費
用
の
最
低
額
を
、
一

　
箇
所
当
た
り
十
万
円
か
ら
三
十
万
円
に
引
き
上
げ
る
。

三
、
災
害
に
か
か
つ
た
箇
所
が
連
続
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
一

　
箇
所
の
工
事
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
間
隔
を
、
五
十
メ
ー
ト
ル

　
以
内
か
ら
百
メ
ー
ト
ル
以
内
に
拡
大
す
る
。



委
員
長
報
告

　
　
保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長

　
報
告
参
照

肥
料
価
格
安
定
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

四
三
号
）
（
先
議
）

五
九
、
　
三
、
二
一
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
四
、
二
〇
　
参
可
決

　
　
　
　
七
、
一
二
　
衆
修
正

　
　
　
　
七
、
一
三
　
参
同
意

要
旨

　
　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
最
近
に
お
け
る
農
業
及
び
化
学
肥
料

　
工
業
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
に
か
ん
が
み
、
肥
料
の
価
格
安
定
を
図
る
た

　
め
、
肥
料
価
格
安
定
等
臨
時
措
置
法
が
廃
止
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

　
る
期
限
を
昭
和
六
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
五
ヵ
年
延
長
す
る
こ
と

　
と
し
、
あ
わ
せ
て
題
名
を
「
肥
料
価
格
安
定
臨
時
措
置
法
」
に
改
め

　
る
と
と
も
に
、
日
本
硫
安
輸
出
株
式
会
社
の
解
散
に
伴
う
同
株
式
会

　
社
に
係
る
規
定
の
整
理
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
 

衆
修
正
要
旨

　
　
国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

　
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
が
本
年
七
月
一
日
施
行
さ
れ
、
農
林

　
水
産
省
設
置
法
及
び
通
商
産
業
省
設
置
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴

　
い
、
本
案
中
「
肥
料
価
格
安
定
等
臨
時
措
置
法
」
を
「
肥
料
価
格
安

　
定
臨
時
措
置
法
」
に
改
め
る
規
定
の
適
用
条
項
に
つ
き
所
要
の
整
理

　
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
い
て
、
委
員
会
に
お

　
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
農
業
及
び
化
学
肥
料
工
業
を
め
ぐ

　
る
厳
し
い
状
況
に
か
ん
が
み
、
本
法
が
廃
止
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

　
る
期
限
を
五
ヵ
年
延
長
し
て
、
昭
和
六
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
と

　
し
、
あ
わ
せ
て
法
律
の
名
称
を
肥
料
価
格
安
定
臨
時
措
置
法
に
改
め

　
る
と
と
も
に
、
日
本
硫
安
輸
出
株
式
会
社
の
解
散
に
伴
い
、
失
効
ま

　
た
は
空
文
化
し
て
い
る
同
株
式
会
社
に
係
る
規
定
の
整
理
等
を
行
お

　
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
関
係
者
五
名
を
参
考
人
と
し
て
招
き
、

　
そ
の
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
本
法
の
延
長
理
由
と
そ
の
果
た



し
て
き
た
役
割
、
特
定
産
業
構
造
改
善
臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
化
学

肥
料
工
業
に
お
け
る
構
造
改
善
対
策
の
実
施
経
過
と
そ
の
見
通
し
、

構
造
改
善
に
よ
る
合
理
化
メ
リ
ッ
ト
の
農
業
者
へ
の
均
て
ん
、
肥
料

価
格
交
渉
の
実
態
と
生
産
コ
ス
ト
の
正
確
な
把
握
、
構
造
改
善
の
推

進
に
伴
う
雇
用
、
地
域
経
済
及
び
中
小
企
業
に
及
ぼ
す
影
響
、
肥
料

輸
出
と
内
需
の
優
先
確
保
、
輸
送
体
系
の
変
化
に
対
応
し
た
流
通
改

善
対
策
、
世
界
肥
料
需
給
の
現
状
と
見
通
し
、
肥
料
援
助
の
促
進
、

本
法
失
効
後
に
お
け
る
肥
料
価
格
安
定
対
策
の
考
え
方
等
に
つ
い
て

質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知

願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
下
田
委
員
か
ら
本
改
正
案
に
反
対
の
旨
の
討
論
が
あ
り
、

採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
続
い
て
、
最
上
理
事
か
ら
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
、
日

本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
・
国
民
連
合
及
び
参
議

院
の
会
の
各
会
派
共
同
提
案
に
係
る
「
肥
料
価
格
の
安
定
を
図
る
た

め
、
特
定
肥
料
の
価
格
取
り
決
め
に
当
た
っ
て
は
、
化
学
肥
料
工
業

の
構
造
改
善
に
よ
る
合
理
化
メ
リ
ッ
ト
が
今
後
と
も
適
正
に
反
映
さ

れ
る
よ
う
指
導
す
る
と
と
も
に
、
農
業
及
び
化
学
肥
料
工
業
の
健
全

な
発
展
に
資
す
る
よ
う
価
格
取
り
決
め
交
渉
の
公
正
と
実
効
を
期
す

る
こ
と
。
」
な
ど
、
六
項
目
の
附
帯
決
議
案
が
提
案
さ
れ
、
採
決
の

結
果
、
多
数
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

地
力
増
進
法
案
（
閣
法
第
四
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

要
旨

五
九
、
　
三
、
二
一
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
四
、
二
七
　
衆
可
決

　
　
　
　
五
、
一
一
　
参
可
決

　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
目
的

　
　
地
力
の
増
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
の
策
定
及
び
地
力

　
増
進
地
域
の
制
度
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
土
壌
改
良
資
材

　
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
適
正
化
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

　
に
よ
り
、
農
業
生
産
力
の
増
進
と
農
業
経
営
の
安
定
を
図
る
こ
と

　
を
目
的
と
す
る
。



二
、
地
力
増
進
基
本
指
針
の
策
定

　
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
農
業
者
及
び
そ
の
組
織
す
る
団
体
が
地
力

　
の
増
進
を
図
る
た
め
の
技
術
的
な
指
針
と
し
て
の
地
力
増
進
基
本

　
指
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
そ
の
主
な
内
容

　
は
、
土
壌
の
性
質
の
基
本
的
な
改
善
目
標
、
土
壌
の
性
質
を
改
善

　
す
る
た
め
の
資
材
の
施
用
、
耕
う
ん
整
地
な
ど
地
力
の
増
進
に
必

　
要
な
営
農
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
等
で
あ
る
。

三
、
地
力
増
進
地
域
制
度

(一)

地
力
増
進
地
域
の
指
定
要
件
は
、
地
域
内
の
農
地
が
お
お
む

ね
不
良
農
地
か
ら
成
り
、
か
つ
、
そ
の
地
域
の
農
地
の
面
積
が

一
定
以
上
で
あ
り
、
そ
の
不
良
農
地
に
つ
い
て
営
農
上
の
方
法

に
よ
り
地
力
を
増
進
す
る
こ
と
が
技
術
的
、
経
済
的
に
可
能
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

(二)

都
道
府
県
は
、
地
力
増
進
地
域
を
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の

地
域
に
つ
い
て
地
力
の
増
進
を
図
る
上
で
必
要
な
事
項
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
対
策
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

(三)

都
道
府
県
知
事
は
、
対
策
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
地
力
増

進
対
策
指
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
主

な
内
容
は
、
当
該
地
域
に
係
る
土
壌
の
性
質
及
び
改
善
目
標
、

地
力
の
増
進
に
必
要
な
営
農
に
関
す
る
事
項
等
で
あ
る
。

(四)

都
道
府
県
は
、
地
力
増
進
対
策
指
針
に
即
し
、
地
域
内
の
農

　
　
業
者
等
に
対
し
、
地
力
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
助
言
、

　
　
指
導
等
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
土
壌
の
性
質
の
改
善

　
　
状
況
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
ま
た
、
都
道
府
県
知
事
の
行
う
勧
告
、
立
入
調
査
に
つ
い
て

　
　
規
定
す
る
。

四
、
土
壌
改
良
資
材
の
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
措
置

　
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
一
定
の
土
壌
改
良
資
材
に
つ
き
、
原
料
、

　
用
途
、
施
用
方
法
等
の
品
質
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項
及
び
表
示

　
に
際
し
て
製
造
業
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で

　
き
る
こ
と
と
し
、
表
示
の
基
準
を
遵
守
し
な
い
製
造
業
者
等
に
対

　
し
て
は
、
表
示
事
項
を
表
示
す
べ
き
こ
と
等
を
指
示
し
、
そ
の
指

　
示
に
従
わ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
つ
て
表
示
の
基
準
が
遵
守
さ
れ
な

　
い
場
合
に
は
、
更
に
強
制
力
の
強
い
命
令
を
発
動
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
本
法
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
の
報
告

　
の
徴
収
、
立
入
検
査
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

五
、
そ
の
他

　
　
施
行
期
日
、
耕
土
培
養
法
の
廃
止
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
。



委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
い
て
、
委
員
会
に
お

　
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
土
壌
管
理
の
実
態
、
そ
の
他
の
農

　
業
情
勢
に
対
処
し
て
、
地
力
の
増
進
を
図
る
た
め
、
地
力
増
進
基
本

　
指
針
の
策
定
及
び
地
力
増
進
地
域
制
度
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、

　
土
壌
改
良
資
材
に
つ
い
て
の
品
質
表
示
制
度
を
創
設
し
よ
う
と
す
る

　
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
地
力
保
全
基
本
調
査
に
よ
っ
て
明
ら

　
か
と
な
っ
た
地
力
低
下
の
実
情
と
そ
の
原
因
、
畑
作
に
お
け
る
連
作

　
障
害
へ
の
対
応
策
、
地
力
増
進
地
域
の
指
定
要
件
、
土
壌
改
良
資
材

　
の
品
質
表
示
制
度
の
運
用
方
針
、
地
力
増
進
対
策
の
実
施
状
況
等
に

　
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て

　
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
が
、
別
に
発
言
も
な
く
、

　
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決

　
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
続
い
て
、
北
理
事
か
ら
、
各
会
派
の
共
同
提
案
に
よ
る
五
項
目
に

　
　
わ
た
る
附
帯
決
議
案
が
提
案
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
を
も

　
　
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
か
ら

の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
四
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
九
、
　
三
、
二
一
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
七
、
一
二
　
衆
修
正

　
　
　
　
七
、
一
三
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
に
よ
る
給
付
に
関

　
し
、
恩
給
制
度
、
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
制
度
そ
の
他
の
共
済
組

　
合
制
度
の
改
正
に
準
じ
て
、
既
裁
定
年
金
の
額
の
引
上
げ
等
に
よ
る

　
給
付
水
準
の
引
上
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

　
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
既
裁
定
年
金
の
額
の
引
上
げ

　
　
　
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
退

　
　
職
年
金
等
の
年
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
平
均
標
準
給
与
を
、

　
　
昭
和
五
十
八
年
度
の
国
家
公
務
員
給
与
の
上
昇
率
、
平
均
二
・
〇



　
パ
ー
セ
ン
ト
を
基
準
と
し
て
、
旧
法
組
合
員
期
間
に
係
る
も
の
に

　
つ
い
て
は
昭
和
五
十
九
年
三
月
分
か
ら
、
新
法
組
合
員
期
間
に
係

　
る
も
の
に
つ
い
て
は
同
年
四
月
分
か
ら
引
き
上
げ
る
。

二
、
最
低
保
障
額
の
引
上
げ

　
　
退
職
年
金
等
に
つ
い
て
、
そ
の
最
低
保
障
額
を
昭
和
五
十
九
年

　
三
月
分
か
ら
引
き
上
げ
、
遺
族
年
金
に
つ
い
て
は
同
年
八
月
分
か

　
ら
更
に
引
き
上
げ
る
。

三
、
標
準
給
与
の
下
限
及
び
上
限
の
引
上
げ

　
　
掛
金
及
び
給
付
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
標
準
給
与
の
月
額

　
の
下
限
を
七
万
五
千
円
か
ら
七
万
七
千
円
に
、
上
限
を
四
十
四
万

　
円
か
ら
四
十
五
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
を
「
昭
和
五
十
九
年
四
月

一
日
」
か
ら
「
公
布
の
日
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
伴
う
所

要
の
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会

　
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
に
よ
る
給
付
に
関

　
し
、
他
の
共
済
組
合
制
度
に
準
じ
て
、
既
裁
定
年
金
の
額
の
改
定
措

置
を
講
ず
る
ほ
か
、
年
金
の
最
低
保
障
額
の
引
上
げ
、
標
準
給
与

の
月
額
の
上
下
限
の
引
上
げ
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
す
質
疑
の
主
な
内
容
は
、
年
金
財
政
の
将
来
見

通
し
と
、
財
政
基
盤
の
強
化
、
国
の
財
政
再
建
期
間
中
の
給
付
費
補

助
減
額
分
の
扱
い
、
年
金
一
元
化
問
題
、
年
金
額
改
定
の
内
容
と
そ

の
実
施
時
期
、
恩
給
に
準
じ
た
年
金
改
定
の
是
非
等
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
上
野
委
員
よ
り
、
日
本
社
会
党

を
代
表
し
て
、
新
法
組
合
員
期
間
に
係
る
年
金
の
額
の
改
定
実
施
時

期
を
一
ヵ
月
繰
り
上
げ
、
三
月
か
ら
実
施
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る

修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
国
会
法
第
五
十
七
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き

内
閣
の
意
見
を
徴
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
反
対
す
る
旨
の
発
言
が
あ
り

ま
し
た
。
続
い
て
原
案
並
び
に
上
野
委
員
提
出
の
修
正
案
を
議
題
と

し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
下
田
委
員
よ
り
、
日
本
共
産
党

を
代
表
し
て
、
原
案
及
び
上
野
委
員
提
出
の
修
正
案
に
対
し
反
対
す

る
旨
の
発
言
が
あ
り
、
順
次
採
決
の
結
果
、
上
野
委
員
提
出
の
修
正

案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も

っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
改
正
案
に
対
し
、
各
会
派
共
同
提
案
に
よ
る
五
項
目
の



附
帯
決
議
を
全
会
一
致
で
行
い
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
六
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
九
、
　
四
、
　
三
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
五
、
一
七
　
衆
可
決

　
　
　
　
七
、
　
六
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
農
村
に
お
け
る
兼
業
化
、
混
住
化
等
が
進
展
し
た

　
こ
と
に
伴
う
土
地
、
水
利
用
に
関
す
る
非
農
業
部
門
か
ら
の
影
響
力

　
の
強
ま
り
、
住
民
意
識
の
多
様
化
が
進
行
す
る
下
で
、
農
業
構
造
の

　
改
善
の
促
進
に
特
に
留
意
し
つ
つ
農
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
総

　
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主

　
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
及
び
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

　
　
の
内
容
の
整
備
拡
充

　
　
　
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
及
び
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

　
の
内
容
に
、
①
農
用
地
等
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
の
促
進
、

　
②
①
と
相
ま
つ
て
推
進
す
る
農
業
従
事
者
の
安
定
的
な
就
業
の
促

　
進
、
③
農
業
構
造
の
改
善
を
目
的
と
す
る
生
活
環
境
の
整
備
に
関

　
す
る
事
項
を
新
た
に
追
加
す
る
。

　
　
ま
た
、
必
要
な
地
域
に
つ
い
て
は
、
農
業
の
振
興
と
あ
わ
せ
て

　
林
業
の
振
興
と
の
関
連
に
つ
い
て
定
め
る
。

二
、
交
換
分
合
制
度
の
拡
充

　
　
農
用
地
区
域
に
お
け
る
林
地
等
の
農
用
地
開
発
適
地
の
開
発
及

　
び
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
で
定
め
ら
れ
た
生
活
環
境
施
設
等
の

　
用
地
を
生
み
出
す
た
め
の
交
換
分
合
制
度
を
新
た
に
設
け
る
。

三
、
協
定
制
度
の
新
設

　
　
農
業
振
興
地
域
内
の
土
地
所
有
者
等
は
、
市
町
村
長
の
認
可
を

　
受
け
て
、
一
定
の
農
業
用
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
予
定
す
る

　
土
地
の
区
域
及
び
当
該
農
業
用
施
設
の
用
に
供
し
な
い
こ
と
を
予

　
定
す
る
区
域
を
定
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
協
定
を
締
結
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
協
定
に
つ
い
て
は
、
協
定
事
項

　
に
応
じ
、
協
定
参
加
者
の
土
地
の
承
継
人
に
対
す
る
協
定
の
適
用
、

　
協
定
の
成
立
後
に
お
け
る
一
定
の
範
囲
内
の
土
地
の
土
地
所
有
者

　
等
の
一
方
的
意
思
表
示
に
よ
る
協
定
へ
の
参
加
等
に
つ
い
て
定
め

　
る
。



　
　
ま
た
、
農
業
用
用
排
水
施
設
等
の
受
益
者
又
は
利
用
者
は
、
当

　
該
農
業
用
用
排
水
施
設
等
の
適
正
な
維
持
運
営
の
方
法
等
を
定
め

　
た
協
定
を
締
結
し
、
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

　
こ
と
と
す
る
。

四
、
そ
の
他

　
　
施
行
期
日
、
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
い
て
、
委
員
会
に

　
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
農
振
法
改
正
案
は
、
農
業
構
造
の
改
善
の
促
進
に
特
に
留

　
意
し
て
、
農
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推

　
進
を
図
る
た
め
、
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
等
の
内
容
の
整
備

　
拡
充
、
交
換
分
合
制
度
の
拡
充
及
び
農
業
用
施
設
の
適
切
な
配
置
等

　
に
関
す
る
協
定
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
り
ま
す
。

　
　
次
に
、
土
地
改
良
法
改
正
案
は
、
土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
通
ず

　
る
農
用
地
と
非
農
用
地
の
整
序
、
農
業
用
用
排
水
の
汚
濁
の
防
止
に

よ
る
優
良
農
用
地
の
保
全
を
図
る
た
め
、
換
地
制
度
に
お
け
る
非
農
　
　
　

用
地
創
出
手
法
の
改
善
、
農
業
用
排
水
路
等
の
管
理
に
関
す
る
土
地
　

　

改
良
区
の
協
議
請
求
制
度
の
拡
充
、
農
業
集
落
排
水
施
設
整
備
事
業

の
実
施
手
続
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
土
地
改
良
事

業
の
効
率
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
一
定
の
土
地
改
良
事
業
に
係
る

同
意
徴
集
手
続
の
簡
素
化
等
を
行
う
ほ
か
、
土
地
改
良
区
の
総
代
会

設
置
要
件
の
緩
和
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
六

月
二
十
二
日
に
静
岡
県
下
で
現
地
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
六
月
二

十
八
日
に
は
四
名
の
参
考
人
を
招
い
て
、
そ
の
意
見
を
聴
取
い
た
し

ま
し
た
。

　
質
疑
の
主
な
内
容
は
、
農
業
基
本
法
制
定
以
降
に
お
け
る
構
造
政

策
の
展
開
過
程
と
そ
の
評
価
、
耕
種
農
業
に
お
け
る
生
産
性
向
上
の

目
標
、
優
良
農
用
地
確
保
の
た
め
の
方
策
、
農
業
従
事
者
の
就
業
安

定
化
へ
の
取
り
組
み
方
、
協
定
制
度
創
設
の
理
由
と
今
後
の
運
用
方

針
、
第
三
次
土
地
改
良
長
期
計
画
の
全
体
像
及
び
計
画
事
業
量
の
達
成

見
通
し
、
土
地
改
良
区
の
行
う
農
業
集
落
排
水
整
備
事
業
と
地
方
自

治
体
と
の
関
係
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
裁
定
制
度
の
具
体
的
運
用

方
針
、
換
地
制
度
の
改
正
に
よ
る
非
農
用
地
生
み
出
し
の
効
果
等
に

つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願

い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を



代
表
し
て
下
田
委
員
か
ら
両
法
律
案
に
反
対
の
旨
の
討
論
が
あ
り
、

順
次
採
決
の
結
果
、
両
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
農
振
法
改
正
案
に
対
し
ま
し
て
は
、
自
由
民
主
党
・
自
由

国
民
会
議
、
日
本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
・
国
民

連
合
、
参
議
院
の
会
の
各
会
派
共
同
提
案
に
よ
る
七
項
目
の
附
帯
決

議
を
多
数
を
も
っ
て
行
い
ま
し
た
。
ま
た
土
地
改
良
法
改
正
案
に
対

し
ま
し
て
は
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
、
日
本
社
会
党
、
公

明
党
・
国
民
会
議
、
日
本
共
産
党
、
民
社
党
・
国
民
連
合
、
参
議
院

の
会
の
各
会
派
共
同
提
案
に
よ
る
六
項
目
の
附
帯
決
議
を
全
会
一
致

を
も
っ
て
行
い
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

土
地
改
良
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
五
号
）
（
衆
議
院

送
付
）

五
九
、
　
四
、
　
三
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
五
、
一
七
　
衆
可
決

　
　
　
　
七
、
　
六
　
参
可
決

要
旨　

本
法
律
案
は
、
近
年
に
お
け
る
農
業
、
農
村
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の

変
化
に
か
ん
が
み
、
農
業
部
門
と
非
農
業
部
門
と
の
間
の
土
地
、
水

に
関
す
る
円
滑
な
利
用
調
整
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
良
好
な
農
業

生
産
環
境
を
確
保
し
、
も
つ
て
農
業
の
生
産
性
の
向
上
、
農
業
構
造

の
改
善
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
土
地
改
良
区
の
農
業
用
用
排
水
施
設
の
適
正
な
管
理
を
確
保
す

　
る
た
め
の
措
置

(一)

土
地
改
良
区
は
、
農
業
用
用
排
水
施
設
の
管
理
に
関
す
る
市

町
村
等
と
の
協
議
が
調
わ
な
か
つ
た
場
合
等
に
は
、
当
該
施
設

の
管
理
方
法
及
び
管
理
費
の
分
担
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の

裁
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

(二)

土
地
改
良
区
が
附
帯
事
業
と
し
て
行
う
農
業
集
落
排
水
施
設

　
　
整
備
事
業
の
実
施
手
続
を
明
確
化
す
る
。

二
、
換
地
制
度
の
改
正

　
　
共
同
減
歩
の
対
象
用
地
に
、
農
業
者
の
生
活
上
又
は
農
業
経
営

　
上
必
要
な
施
設
で
、
農
業
構
造
の
改
善
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

　
る
も
の
の
用
地
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
ま
た
、
一
筆
の
一
部
不
換
地
と
同
様
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で



　
き
る
よ
う
、
事
業
参
加
者
の
申
出
又
は
同
意
に
よ
る
特
別
の
減
歩

　
方
式
を
導
入
す
る
。

三
、
土
地
改
良
事
業
の
効
率
的
推
進
を
図
る
た
め
の
事
業
実
施
手
続

　
の
改
正

　
　
土
地
改
良
区
が
行
う
土
地
改
良
施
設
の
更
新
事
業
で
あ
つ
て
、

　
そ
の
従
前
の
機
能
の
維
持
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
等
一
定
の

　
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
意
の
徴
集
を
要
し
な
い

　
こ
と
等
と
し
て
い
る
。

　
　
ま
た
、
土
地
改
良
区
が
管
理
す
る
土
地
改
良
施
設
の
更
新
事
業
等

　
に
つ
い
て
、
国
又
は
都
道
府
県
が
行
う
べ
き
こ
と
を
申
請
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
に
も
施
設
の
機
能
維
持
を
目

　
的
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
同
意
徴
集
手
続
の
簡
素
化
を
図
る
こ

　
と
と
す
る
等
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

四
、
土
地
改
良
区
の
総
代
会
設
置
要
件
の
緩
和

　
　
土
地
改
良
区
が
総
代
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
要
件
を
、

　
組
合
員
が
「
二
〇
〇
人
を
超
え
る
場
合
」
に
引
き
下
げ
る
。

五
、
都
道
府
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
の
事
業
内
容
の
充
実

　
　
地
方
連
合
会
の
行
う
事
業
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
事
業
及
び
附

　
帯
事
業
に
関
す
る
技
術
的
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
を
明

　
定
す
る
。

六
、
そ
の
他

　
　
施
行
期
日
、
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
案
の
委
員
長
報
告
参
照




